
令和 6 年 4 月 24 日 
南陽市福祉課介護管理係 
電　話　0238（40）1645 

 

介護保険　負担限度額の適用条件 

 

介護施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院）へ入所される方や

ショートステイ（短期入所生活・療養介護）を利用される方の食費と居住費は、本人負担とな

ります。 

なお、所得が低い方については、所得に応じて負担を軽減いたします。 

申請書を提出する前に、適用条件をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の被保険者（以下、本人）と、本人と同じ世帯にいる方全員が市民税非課税者ですか。

はい、全員が非課税者です。 いいえ、課税者がいます。

本人に配偶者（内縁関係も含む）はいますか。

はい、同じ世帯にいます。 はい、別の世帯にいます。 配偶者はいません。

配偶者の方は市民税非課税者ですか。

本人の合計所得額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害年金等）収入額（以下、

収入額）と預貯金等が①～④に当てはまりますか。 

①生活保護受給者の方 

②前年の収入額は８０万円以下で、預貯金等の資産は 650 万円（夫婦の場合 1,650 万円）以下 

③前年の収入額は８０万円超１２０万円以下で、預貯金等の資産は 550 万円（夫婦の場合 1,550 万

円）以下 

④前年の収入額は 120 万円超で、預貯金等の資産は 500 万円（夫婦の場合 1,500 万円）以下 

※老齢福祉年金受給者の方及び第２号被保険者（40～６４歳）の方は預貯金等の資産は 1，000 万

円（夫婦の場合 2,000 万円）以下
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※市への申請が必要です


